
資金決済に関する法律第２０条第１項に基づく 

前払式支払手段(商品券)の払戻しのお知らせ 

 

 平成２６年１１月１８日に取扱い(サービス)を終了した、当社発行の前払式支払手段

について、下記のとおり未使用残高の払戻しをいたしますので、申出期間内に申出をお

願いいたします。 

記 

 

○ 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号 

 株式会社 ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ MIDORI 

○ 払戻しの対象となる前払式支払手段の種類 

 旧長野ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ株式会社発行の 

   ①商品券(FASHION STATION MIDORI) 500 円券  

 旧松本ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ株式会社発行の 

②商品券 500 円券 

○ 払戻しの申出期間 

 「平成２６年１２月２６日１０時から平成２７年３月５日１７時まで」 

  ＊当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手 

続きから除斥されますので、ご注意願います。 

○ 申出の方法 

 株式会社ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ MIDORI の本社総務部経理課及び松本店の事務室に直接払戻し

対象の前払式支払手段をご持参のうえ申し出て下さい。 

○ 払戻しの方法 

 下記の各払戻し窓口において、払戻し対象の前払式支払手段と引き換えに、券面額を

現金にて払戻しいたします。ただし、申出額が高額(10 万円以上)の場合は、後日ご指定

の口座に振込みさせていただく場合があります。この場合、申出の際に振込先情報を確

認させていただきますので、予めご準備をお願いします。 

○ 払戻しに関する問合わせ箇所(払戻し窓口) 

 〒３８０－８５４３ 

   長野県長野市南千歳一丁目２２番地６ 

   株式会社ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ MIDORI 総務部 経理課 ℡026-228-5545 

 〒３９０－０８１５ 

     長野県松本市深志一丁目１番１号 

     株式会社ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ MIDORI 松本店事務室 ℡0263-36-3139 

 

平成２６年１２月２５日 
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